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はじめに 

やさしさ・あたたかさ・やわらかさでインクルーシブ藤沢の実現を 

内閣府の「令和５年版障害者白書」によると、

全国の障がい者数は約１，１６０万人で、国民

の１０人に 1人に障がいがあり、生活のしづら

さを抱えています。 

藤沢市にも、障がい者手帳保持者、自立支援

医療受給者、難病患者など約３万人の市民が暮

らしています。 

また、障がい者は日常生活において支援が必

要な場合があります。支援は、身体や家事、移

動の援助だけでなく、相談や意思決定のための

アドバイス、見守りや声かけなど多岐にわたり

ます。ご家族やご近所、障がい者同士で支え合っていることも少なくありませ

ん。 

障がい福祉施策は、措置から契約へ、３障がいの制度へと変遷を遂げるとと

もに、障がいは心身の機能のみに起因するだけでなく、社会におけるバリアに

よって生じるものでもあり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、と

いう「障がいの社会モデル」をすべての人が理解するため、バリアフリーや差

別解消に向けた法制度の整備や取組が進められております。 

こうしたことを踏まえ、藤沢市では、２０２１年（令和３年）３月に「ふじ

さわ障がい者プラン２０２６」を策定し、さまざまな施策に取り組みながら、

障がい者や家族、社会の動向を見据え、計画の見直しを行いました。 

この計画書では、「ふじさわ障がい者計画」、「第７期ふじさわ障がい福祉計

画」、「第３期ふじさわ障がい児福祉計画」を一体的に策定しており、取り組む

べき施策の方向性や展開、具体的な事業・取組、障がい福祉サービスや障がい

児支援サービス等の見込み量について示しています。 

今後も、計画の推進に向けて、皆さんとパートナーシップをもって取り組む

とともに、基本理念の「すべての人が、障がいの有無にかかわらず、お互いに

助け合い、自分らしく、生活できるまちへ」のもと、やさしさ・あたたかさ・

やわらかさをもって、インクルーシブな次代の藤沢を築く施策を推進してまい

ります。 

結びに、この計画を策定にあたり、熱心にご議論いただきました、障がい者

計画・障がい福祉計画検討委員会、藤沢市障がい者総合支援協議会の委員の皆

様をはじめ、貴重なご意見をいただきました市民、関係者の皆様に心より感謝

申し上げます。 
２０２４年（令和６年）３月 

藤沢市長 鈴木 恒夫 
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本書をお読みになる前に 

 

◆障がい者について 

本計画書における障がい者とは、身体障がい者、知的障がい者、精神障が

い者（発達障がい者を含む）、政令で定める難病等により障がいがある者で、

１８歳以上の人をいいます。 

 

◆障がい児について 

本書計画書における障がい児とは、身体障がい、知的障がい、精神に障が

いがある児童（発達障がい児を含む）で、１８歳未満の人をいいます。 

 

◆構成比について 

各統計数値やアンケート結果については、原則として小数点以下第１位

（第２位を四捨五入）までの百分率で表示しています。そのため、各項目の

構成比を合算しても１００％にならない場合があります。 

 

◆音声コード 

本計画書は、視覚障がい者等への情報提供手段として、音声コードを貼付

しています。音声コードとは紙に記載された情報をデジタルに変える二次元

コードです。音声コードを読み取ることで、記録されている情報を音声化す

ることなどができます。
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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

（１）見直しの経緯 

本市では、２０２１年（令和３年）３月に「ふじさわ障がい者計画」「第６期

ふじさわ障がい福祉計画」「第２期ふじさわ障がい児福祉計画」を一体化した、

「ふじさわ障がい者プラン２０２６」を策定し、「すべての人が、障がいの有無

にかかわらず、お互いに助け合い、自分らしく、生活できるまちへ」を基本理念

とした取組を進めてきました。 

計画策定から３年が経過し、計画の前半が過ぎようとする中で、新型コロナウ

イルス感染症による社会活動の制限など、様々な困難を抱えた状況下にあったこ

の３年を振り返り、計画の進捗状況や新たな課題の有無を確認し、後半の３年間

の計画の推進に向けて、現計画の見直しを行うものです。 

 

（２）障がい者施策の動向 

我が国における現在の障がい福祉制度は、２００６年 （平成１８年）の「障害

者自立支援法」の施行に基づき始まりました。 

「障害者自立支援法」は２０１３年 （平成２５年）に「障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（ 『障害者総合支援法』）」に改正され、

発達障がい者や難病患者が障がい福祉サービスの支援対象に含まれるようにな

り、障がい者への福祉サービスのあり方についても、一人ひとりの生活状況から

「障がい支援区分」の認定による支給決定が行われるようになりました。 

また、この期間において、「障害者基本法の改正【２０１１年 （平成２３年）】」

や「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（ 『障害者差別解消法』）の

施行【２０１６年 （平成２８年）】」など、地域共生社会の実現に向けた「障がい

理解」や「差別の解消」「合理的配慮の提供」といった、障がい者の権利擁護に

資する法整備が進んできました。 

一方で神奈川県下においては、２０１６年 （平成２８年）７月に神奈川県立の

障がい者支援施設 「津久井やまゆり園」で発生した、障がい者に対する偏見や差

別的思考が動機とされている事件をきっかけに、同年に「ともに生きる社会かな

がわ憲章」が神奈川県で制定され、障がいの有無にかかわらず「ともに生きる社

会」の実現に向けた施策を本市でも進めています。 

近年では、２０２２年（令和４年）にスイスのジュネーブで「障害者権利条約」

の日本の対応に対する総括所見が出され、障がい児を含む障がい者の地域社会で

の自立した生活の推進や、障がい者の非自発的入院、長期強制的な治療を可能に

している法律の廃止といった障がい者の地域生活への移行に向けた取組の実行

や、インクルーシブ教育の徹底（分離特別教育の終了）など、すべての障がい者

の権利を守るための様々な指摘がなされました。 

国では、２０２２年（令和４年）５月に 「障害者による情報の取得及び利用並

びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（ 『障害者情報アクセシビリティ・

コミュニケーション施策推進法』）」が公布・施行され、障がいのあるすべての人

が、あらゆる活動に参加するにあたりに十分な情報の取得や円滑な意思疎通を行

うために必要な施策を総合的に推進していくことが求められています。 
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また、「障害者差別解消法」が２０２１年（令和３年）に改正され、２０２４

年（令和６年）４月から事業者による障がい者への合理的配慮の提供が義務化

され、これまでの民間の事業者では「努力義務」とされていた合理的配慮の提

供が、国や地方公共団体などと同様に「義務」となり、障がい者の生活の様々

な場面で合理的配慮の提供がなされるようになります。 

さらに、「障害者総合支援法」が２０２２年（令和４年）に改正され、２０２

４年（令和６年）４月以降、共同生活援助（グループホーム）の充実や地域生

活支援拠点等の整備といった障がい者等の地域生活の支援体制の充実、就労ア

セスメントを活用した就労選択支援や、障害者雇用促進法による障がい者の実

雇用率の算定といった障がい者の多様な就労ニーズに対する支援や障がい者雇

用の質の向上といった項目が盛り込まれることとなりました。 

神奈川県では、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会

を目指して～」が２０２３年（令和５年）に施行され、障がい者に関係するす

べての人が、本人の気持ちになって考えることを重視し、本人の望みや願いを

大事にし、障がい者が自分の気持ちや考えに基づいて、自分に必要なサポート

を受けて暮らせる社会をつくることをめざしています。 

また、第７期ふじさわ障がい福祉計画及び第３期ふじさわ障がい児福祉計画

に係る「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針【平成１８年厚生労働省告示第３９５号】（国の基本指針）」

においては、強度行動障がい者への支援体制の整備や、医療的ケアの必要な人

や子どもに対する支援体制の強化が必要とされています。 

 

（３）見直しの趣旨 

計画の見直しにあたっては、国の法改正に伴う見直しを踏まえるとともに、計

画前半の進捗状況を踏まえて、以下の点を重視して見直しを行います。 

図表 1-1 見直しの重点 

基本目標 見直しの主な項目 

１ 尊厳を守り合う社 

会づくりの推進 

●共生のための環境づくり 

●権利擁護の推進 

２ 支援体制の強化 

●相談支援の強化 

●連携による支援体制の強化 

●支援・サービス提供体制の確保 

３ 地域での生活を支 

える支援の充実 

●一人ひとりの必要に応じた支援の推進 

●レスパイトなどの在宅生活支援の拡充 

●暮らしの場の確保支援 

４ 子どもの育ちを支 

える支援の充実 

●成長・発達に合わせた療育環境の支援 

●支援の充実と保護者への適切な情報の提供 

●医療的ケア児等への支援の充実 

５ 社会参加を支える 

支援の充実 

●就労等への参加・活躍支援 

●地域活動への参加に向けた支援 

●スポーツや文化芸術活動の推進 

●情報取得や意思疎通支援の推進 

６ 生活の安心を支え 

る社会づくりの推 

進 

●医療的ケアの必要な人への支援の充実 

●緊急時・災害対策等の強化 

●経済的な支援の推進 



 

3 

音声 

コード 

２ 計画の位置づけ 

（１）法律に基づく根拠 

計画は、法律により市町村による策定が求められている「障害者計画」に該当

する「ふじさわ障がい者計画」と、「障害福祉計画」に該当する「第７期ふじさ

わ障がい福祉計画」、「障害児福祉計画」に該当する「第３期ふじさわ障がい児福

祉計画」という３つの計画により構成されています。 

それぞれの計画の法的根拠と計画の目的は次のとおりです。 

 

図表 1-2 各計画の法的根拠 

計画 法的根拠 計画の目的 

ふじさわ 

障がい者計画 

障害者基本法 

第１１条第３項 

障がい者を取り巻く幅広い分野にわたる

施策について総合的に推進していくこと 

第７期ふじさわ 

障がい福祉計画 
障害者総合支援法 

第８８条 

必要な障がい福祉サービスや地域生活支

援事業等を、地域の実情に応じて具体的

かつ計画的に提供すること 

第３期ふじさわ 

障がい児福祉計画 
児童福祉法 

第３３条の２０ 

障がい児通所支援及び障がい児相談支援

の提供体制の確保と円滑に実施すること 

 

（２）藤沢市の他の計画との関係 

計画は、福祉分野の総合的な計画である「藤沢市地域福祉計画２０２６（（中間

見直し）」に基づく障がい福祉分野の個別計画として、他の個別分野計画との整

合性を図りながら策定・推進するものです。 

 

図表 1-3 他の個別分野計画との整合性 

 
出典：地域共生社会推進室「藤沢市地域福祉計画２０２６（中間見直し）」   
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】

高齢者 障がい者 子ども

ふふ
じじ
ささ
わわ
障障
がが
いい
者者
計計
画画

第第
７７
期期
ふふ
じじ
ささ
わわ
障障
がが
いい
福福
祉祉
計計
画画

第第
３３
期期
ふふ
じじ
ささ
わわ
障障
がが
いい
児児
福福
祉祉
計計
画画

第第
２２
期期
藤藤
沢沢
市市
子子
どど
もも
・・
子子
育育
てて

支支
援援
事事
業業
計計
画画

藤沢市地域福祉計画2026(中間見直し)

藤藤 沢沢 市市 地地 域域 防防 災災 計計 画画

藤藤沢沢市市地地域域防防災災対対策策アアククシショョンン

ププラランン、、藤藤沢沢市市津津波波避避難難計計画画

藤藤沢沢市市避避難難行行動動要要支支援援者者

避避難難支支援援ププラランン全全体体計計画画

防 災

藤藤沢沢市市都都市市ママススタターーププラランン

藤藤沢沢市市ババリリアアフフリリーー化化基基本本方方針針

藤藤 沢沢 市市 都都 市市 交交 通通 計計 画画

住住 宅宅 ママ スス タタ ーー ププ ララ ンン

都 市 計 画

藤藤沢沢市市市市民民活活動動推推進進計計画画

市 民 自 治

藤藤沢沢市市教教育育振振興興基基本本計計画画

生生涯涯学学習習ふふじじささわわププラランン

藤藤沢沢市市ススポポーーツツ推推進進計計画画

藤藤沢沢市市文文化化芸芸術術振振興興計計画画

教 育

藤藤 沢沢 市市 健健 康康 増増 進進 計計 画画

ふふ じじ ささ わわ 自自 殺殺 対対 策策 計計 画画

第第 33 次次 藤藤 沢沢 市市 食食 育育 推推 進進 計計 画画

（（生生涯涯健健康康！！ふふじじささわわ食食育育ププラランン））

保健・医療

ふふじじささわわ人人権権文文化化ををははぐぐくくむむままちちづづくくりり指指針針

～～ 藤藤 沢沢 市市 人人 権権 施施 策策 推推 進進 指指 針針 改改 定定 版版 ～～

ふふじじささわわジジェェンンダダーー平平等等ププラランン22003300

～～藤藤沢沢市市男男女女共共同同参参画画計計画画～～

人 権 ・ 男 女 共 同 参 画

藤沢市重層的支援体制整備事業実施計画

神奈川県地域福祉支援計画

神奈川県再犯防止推進計画

藤
沢
市
地
域
福
祉
活
動
計
画
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３ 計画の期間 

各計画の期間については、根拠法に基づき「ふじさわ障がい者計画」は６年間、

「第７期ふじさわ障がい福祉計画」及び「第３期ふじさわ障がい児福祉計画」は３

年間となっています。 

計画の最終年度となる２０２６年度（令和８年度）には、「ふじさわ障がい者計

画」の見直しと「第８期ふじさわ障がい福祉計画」及び「第４期ふじさわ障がい児

福祉計画」の策定を予定しています。 

 

図表 1-4 計画の期間 

2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

         

藤沢市地域福祉計画２０２６ 
藤沢市地域福祉計画２０２６ 

（中間見直し） 

（次期） 

藤沢市地域福祉計画 

         

ふじさわ障がい者プラン２０２６ 
ふじさわ障がい者プラン２０２６ 

（中間見直し） 

（次期） 

ふじさわ障がい者プラン 

ふじさわ障がい者計画 
ふじさわ障がい者計画 

（中間見直し） 

（次期） 

ふじさわ障がい者計画 

第６期 

ふじさわ障がい福祉計画 

第７期 

ふじさわ障がい福祉計画 

第８期 

ふじさわ障がい福祉計画 

第２期 

ふじさわ障がい児福祉計画 

第３期 

ふじさわ障がい児福祉計画 

第４期 

ふじさわ障がい児福祉計画 

         

第２期 

藤沢市子ども・子育て支援事業計画 

（仮称）第３期 

藤沢市子ども・子育て支援事業計画 

         

いきいき長寿プランふじさわ 

２０２３ 

（藤沢市高齢者保健福祉計画 

・第８期藤沢市介護保険事業計

画） 

いきいき長寿プランふじさわ 

２０２６ 

（藤沢市高齢者保健福祉計画 

・第９期藤沢市介護保険事業計

画・藤沢市認知症施策推進計画

［藤沢おれんじプラン］） 

藤沢市高齢者保健福祉計画・ 

第１０期藤沢市介護保険事業計

画・藤沢市認知症施策推進計画 

（藤沢おれんじプラン） 
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４ 藤沢市の現状と今後の動向 

（１）総人口の推移 

本市の総人口については、増加傾向にあり、２０２３年度 （令和５年度）にお

いて４４２，０５６人となり、３年前の２０２０年度 （令和２年度）に比べて約

５，０００人の増加となっています。 

年齢別にみると、６５歳以上の高齢者人口が増加している一方で、１４歳以下

の年少人口は減少しており、少子高齢化の影響が伺えます。 

図表 1-5 本市の総人口の推移 

 
出典：企画政策課「藤沢市将来人口推計調査業務委託報告書」 

 

（２）障がい者手帳所持者の推移 

手帳所持者数の合計は、２０２３年度 （令和５年度）で１９，２５４人となり、

３年前の２０２０年度（令和２年度）に比べて９８６人の増加となっています。 

手帳の種別でみると、身体障がい者手帳所持者数が減少している一方で、精神

障がい者保健福祉手帳所持者数は増加しています。 

図表 1-6 本市の障がい者手帳所持者数の推移 

 
出典：障がい者支援課資料（各年４月１日）   
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（３）身体障がい者手帳所持者数の内訳 

２０２３年度（令和５年度）の等級別

構成比を見ると、「１級」が３６．１％、

「２級」が１５．２％と、重度の方が半

数以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-7 本市の身体障がい者手帳所持者数の内訳 

出典：障がい者支援課資料【２０２３年（令和５年）４月１日】 

 

 

（４）療育手帳所持者数の内訳 

２０２３年度（令和５年度）の等級別構成

比を見ると、「Ｂ２」が３５．９％と、軽度

の方が約３分の１を占め、最重度の「Ａ１」

は２１．７％となっています。 

 

 

 

 

 

 

図表 1-8 本市の療育手帳所持者数の内訳 

出典：障がい者支援課資料【２０２３年（令和５年）４月１日】 

 

（５）精神障がい者保健福祉手帳所持者数の内訳 

２０２３年度（令和５年度）の等級別構

成比を見ると、軽度にあたる「３級」が、

２６．６％、重度の「１級」が８．７％と

なっており、中等度の「２級」が半数以上

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-9 本市の精神障がい者保健福祉手帳所持者数の内訳 

出典：障がい者支援課資料【２０２３年（令和５年）４月１日】 
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（６）今後の本市の人口 

２０２３年（令和５年）４月に公表した「藤沢市将来人口推計」において、本

市の人口は、総人口全体では増加し続ける見込みとなっており、２０２６年度 （令

和８年度）には現在よりも約４，０００人の増加を見込んでいます。 

年齢別にみると、６５歳以上の高齢者人口は２０２６年度 （令和８年度）には

１１５，６９８人となり、現在から約４，０００人の増加を見込んでいます。 

一方で、１４歳以下の年少人口は２０２６年度 （令和８年度）で５６，２４８

人となり、現在から約８００人の減少を見込んでいます。 

 

図表 1-10 本市の今後の総人口の見込み 

 
出典：企画政策課「藤沢市将来人口推計調査業務委託報告書」 
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（７）今後の手帳所持者数の見込み 

２０２６年度 （令和８年度）の障がい別障がい者手帳所持者数については、身

体障がい者手帳所持者数１０，５６２人、療育手帳所持者数３，８８６人、精神

障がい者保健福祉手帳所持者数５，５５５人となることが見込まれます。 

身体障がい者は減少する一方で、知的障がい者及び精神障がい者は増加してい

くことが見込まれます。 

今後、手帳を所持していない方についても、手帳の取得が進むことが想定され

ることから、将来の障がい者手帳所持者数は、推計値よりも多くなる可能性があ

ります。 

 

図表 1-11 本市の今後の障がい者手帳所持者数の見込み 

 
出典：企画政策課「藤沢市将来人口推計調査業務委託報告書」及び 

各種障がい者手帳所持者数の実績を踏まえ障がい者支援課にて作成 

 
  

＜推計の考え方＞ 

２０２０年（令和２年）から２０２３年（令和５年）までの障がい者手帳所持者

と、障がい種別ごとの障がい者比率（総人口に占める障がい者の比率）の実績を踏

まえた上で、２０２４年（令和６年）から２０２６年（令和８年）の障がい者比率

を推計しました。 

これに藤沢市全体の推計人口を乗じて、各年の障がい種別ごとの障がい者手帳所

持者数を見込みました。 

藤沢市全体の推計人口については、２０２３年（令和５年）４月に公表した推計

人口を活用しました。 
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５ 計画の評価・見直し 

（１）課題抽出のプロセス 

計画の策定に当たっては、施策の自己評価による点検とアンケートやヒアリン

グによる市民や支援者、障がい福祉サービス事業者等の意見を踏まえつつ、有識

者、当事者、支援者及び市民等で構成される障がい者計画・障がい福祉計画検討

委員会（「計画検討委員会」）において、障がい者施策の課題を整理しました。 

 

１）計画の進捗評価 

現計画に位置付けられた事業・取組について、庁内の関係各課と連携して施策

の達成状況等を確認しました。 

評価方法：担当課による自己評価 

評価指標：５段階評価 

＜評価基準＞ 

・達成できた 

・おおむね達成できた 

・どちらともいえない 

・やや達成できなかった 

・達成できなかった 

評価分析 ：評価理由・課題を記載し、５段階の自己評価結果と合わせて総合的に分

析しました。 

２）アンケート調査・ヒアリング調査の実施 

障がい者やその保護者の生活上の困りごと、施策ニーズ、福祉サービスの利用

状況や今後の利用意向、利用上の問題を把握することを目的に、市民を対象とし

たアンケート調査と、障がい当事者等団体や障がい福祉サービス事業者を対象と

したヒアリング調査を行いました。 

図表 1-12 アンケート調査の実施概要 

アンケート調査の実施概要 

実施時期 2022 年（令和 4 年）12 月 2 日～12 月 26 日 

実施方法 自記式調査票の郵送による配布・回収（一部聞き取り調査） 

調査対象 

次の対象者から無作為抽出法により選定 

 

障がい者：18 歳以上で市内に住民票があり、次のいずれかに該当 

障がい者手帳所持者、自立支援医療受給者、 

発達障がい・高次脳機能障がい・難病の診断を 

受けている人 

 

障がい児： （原則として保護者が記入） 

18 歳未満で市内に住民票があり、次のいずれかに該当 

障がい者手帳所持者、サービス支給決定がある人 

回収結果 

障がい者調査：1,250 件配布、うち 566 件回収 

（回収率 45.3％） 

障がい児調査：250 件配布、うち 128 件回収 

（回収率 51.2％） 
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図表 1-13 ヒアリング調査の実施概要 

ヒアリング調査の実施概要 

実施時期 2022 年（令和 4 年）7月 6 日～8 月 5日 

実施方法 聞き取り内容を共有した上での半構造化面接法 

調査対象 

当事者・家族団体：12 団体（団体ごとに個別実施） 

 

障がい福祉サービス提供事業者：6 グループ 

相談系サービス、居宅系サービス、日中活動系サービス 

居住系サービス、就労系サービス、児童通所系サービス 

 

 

３）計画検討委員会における審議 

有識者、障がい当事者、支援者及び市民等で構成される計画検討委員会におい

て、２０２２年度（令和４年度）に基礎情報の整理及びニーズ調査の設計を行っ

た上で、計画の事業評価とニーズ調査の結果分析を実施し、障がい者施策におけ

る課題整理を行いました。 

 

図表 1-14 計画検討委員会の実施概要 

計画検討委員会の実施概要 

構成員 

学識経験者     ： 1 人  障がい児者関係団体の代表： 3 人 

障がい福祉施設の代表： 3 人  専門部会の代表     ： 4 人 

市民代表      ： 1 人            合計： 12 人 

実施日・ 

主な議題 

第 1 回：2023 年（令和 5年） 

5 月 16 日 
・次期計画策定に向けた課題及び方向性 

第 2 回：2023 年（令和 5年） 

7 月 11 日 

・令和 4 年度ふじさわ障がい者計画実績 

・見直しの骨子案 

・中間見直しに向けた方向性及び重点推進項目 

第 3 回：2023 年（令和 5年） 

8 月 8 日 
・中間見直し重点推進項目 

・素案 

第 4 回：2023 年（令和 5年） 

9 月 12 日 
・素案 

・サービス見込み量等算出の考え方 

第 5 回：2023 年（令和 5年） 

10 月 16 日 
・概要版及びパブリックコメント 

・素案 

第 6 回：2024 年（令和 6年） 

1 月 15 日 
・パブリックコメントの実施結果 

・最終案、わかりやすい版 
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（２）課題の整理 

基本目標１ 尊厳を守り合う社会づくりの推進【共生の基盤づくり】 

 

１）事業・取組の評価 

事業・取組の 

達成状況 

【２０２１年度（令和３年度）】 

・１事業が「達成できなかった」であった。 

・２５事業中２３事業（９２．０％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

【２０２２年度（令和４年度）】 

・ 「達成できなかった」「やや達成できなかった」はなかった。 

・２５事業中２３事業（９２．０％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

課題の分析 

・障がい理解を促進する取組についてはおおむね達成されている。 

・一方で情報保障や意思決定の取組については未達成のものもあ

り、感染症対応や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーショ

ン施策推進法の制定などを踏まえ、取組の手法等を改善していく

必要がある。 

 

２）アンケート・ヒアリング結果による課題整理 

障がいへの 

理解促進 

・「地域で自分らしく活動ができるよう、行政が特に力を入れるべき

こと」として、障がい者・障がい児調査ともに「障がいへの理解

と対応を広く伝えていく活動」が２４．４％であった。 

・障がいの中でも対象人数が少ない障がいや、外見からは分かりづ

らい障がいに対する理解が不足している。 

・障がい者調査における差別を受けた経験の有無については、発達

障がいの方が３０．８％、精神障がいの方が１８．５％であった。 

合理的配慮 

・バリアフリー

の充実 

・視覚障がいや聴覚障がいへの配慮が不足している。 

差別・偏見の 

撤廃 

・不当な差別を受けた経験が「ある」について、障がい者調査では、

前回２１．８％から１２．４％に減少している。 

・障害者差別解消法の「名称も内容も知っている」は障がい児調査

で２３．６％から１３．３％に減少している。 

・不当な差別を受けた場所について、障がい者調査では、バスや電

車などの交通機関が３２．９％、学校や職場が３１．４％、スー

パーやレストランが２０．０％と、日常生活でよく利用する空間

で経験している人の割合が高い。 

虐待 

・２０１９年度（令和元年度）から２０２２年度（令和４年度）ま

で虐待対応件数が増加している。 

 

 ２０１９年度 ２０２０年度 ２０２１年度 ２０２２年度 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

件数 １８件 ２１件 ２４件 ３７件 
 

権利擁護の推進 
・権利擁護等の制度の認知度は４４．２％であった。 

・制度利用を妨げている要因は 「制約が多い」 「使い勝手がよくない」

が挙げられている。 
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音声 

コード 

 

３）国の動向 

障がい者等に対する 

虐待の防止 

・事業所等における虐待防止委員会や職員研修、責任者の配

置の徹底 

・市町村における組織的対応、学校、保育所、医療機関との

連携の促進 

合理的配慮の 

事業者への義務化 

・ （改正）障害者差別解消法における、事業者による障がい

者に対する合理的配慮の提供の義務化 

障がい者による 

情報の取得・利用・ 

意思疎通の推進 

・障害者情報アクセシビリティ ・コミュニケーション施策推

進法に基づく、障がい者による情報取得・利用・意思疎通

に関わる施策の総合的な推進 

 

４）中間見直しに向けた課題の方向性 

見直しのポイント 

共生のための 

環境づくり 

・精神障がい、内部障がい及び発達障がいなどといった、外見で

は伝わりにくい障がい者への理解促進を強化 

・地域の様々な場所で相互理解や支え合いを実現できる施策の

推進 

権利擁護の推進 

・インクルーシブ教育等の充実による幼い頃からの差別解消や

虐待防止の推進 

・権利擁護関連事業の継続実施及び福祉サービス利用における

障がい者の意思決定支援の推進 
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音声 

コード 

基本目標２ 支援体制の強化 【支援の基盤づくり】 

 

１）事業・取組の評価 

事業・取組の 

達成状況 

【２０２１年度（令和３年度）】 

・１事業が「達成できなかった」であった。 

・２１事業中１９事業（９０．５％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

【２０２２年度（令和４年度）】 

・１事業が「達成できなかった」であった。 

・２１事業中２０事業（９５．２％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

課題の分析 

・相談支援の取組については全般的に達成されているが、総合相談

等の体制の評価が必要な時期になっている。 

・体制整備の取組についてもおおむね達成されているが、障がい種

別や程度にかかわらず、障がい者が、地域生活を継続していくた

めの体制整備など、新たな課題への対応などについて検討してい

く必要がある。 

 

２）アンケート・ヒアリング結果による課題整理 

相談支援 

・市が力を入れることとして、わかりやすい情報の発信（２９．９％）

が求められている。 

・相談する人が「いない」人は５．１％であった。 

・支援に関する情報の入手方法において、情報の入手先は、市・県

の広報、問い合わせ、ホームページで全体の７５．５％を占めて

いる。 

・「利用者が自分に適した事業所・サービスを選択するための情報が

不足している」や「計画相談のサービス量・質ともに不足してい

る」との意見があり、実際のサービス等利用計画セルフプラン※1

作成率も５０．８％（２０２３年（令和５年）３月３１日時点）

であった。 

主な支援者が 

不在時の対応 

・障がい者調査では主な支援者が病気や不在のときに、代わりの支

援者がいないと回答した割合は前回の２０．０％から３６．１％

に増加している。 

・「急遽、家族の支援を受けられなくなったときの支援が不足してい

る」や、「安全・安心プランの普及や実効的な運用が足りていない」

との意見がある。 

支援者間の 

連携・協働 

・行政に望む取組として、「障がい者を支える家族や福祉サービス従

事者、関係機関職員などへの支援」が３３．７％となっている。 

福祉人材の 

確保と育成 

・希望の福祉サービスを利用できなかった人は１５．４％であった。 

・福祉人材の高齢化等によるマンパワーの不足だけでなく、障がい

特性の理解など人材の質の向上も課題である。 

 
※1セルフプラン 

 介護・訓練等給付サービスを利用する際、必要な計画書のことをサービス等利用計画書といいま

す。この計画書は、本来、計画相談支援事業所が作成することになっていますが、地域の諸事情に

より、障がい者自身もしくは作成補助者が作成する場合があります。障がい者自身もしくは作成補

助者により作成された計画のことをセルフプランといいます。  
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音声 

コード 

 

３）国の動向 

「地域共生社会」の実現

に向けた取組 

・社会福祉法に基づく地域福祉計画及び重層的支援体制整

備事業実施計画との連携を図りつつ、市町村による包括的

な支援体制整備の推進 

障がい者等の地域生活

の支援体制の充実 

・共同生活援助 （グループホーム）の支援として、一人暮ら

し等を希望する人に対する支援や退居後の相談等が含ま

れることが追加 

地域における相談支援

体制の充実強化 

・基幹相談支援センターによる相談支援体制の充実・強化等

に向けた取組の推進 

・地域づくりに向けた協議会の活性化 

福祉サービス・人材の 

質・量の確保 

・障がい福祉サービスの質に係る新たな仕組みの検討 

・ＩＣＴやロボットの導入による事務負担の軽減、業務の効

率化や職場環境の整備の推進 

 

４）中間見直しに向けた課題の方向性 

見直しのポイント 

相談支援の強化 
・基幹相談支援センターを中心とした相談支援事業所等との既

存のネットワークを基に、関係機関や福祉サービス事業所との

連携強化を図り、障がい者の地域生活を支える体制の構築 

連携による支援体

制の強化 

・安全・安心プランを軸にした地域連携により、障がい者一人ひ

とりの不測の事態に対応可能な実効性のある体制の構築 

支援・サービス提供

体制の確保 

・福祉サービスの充実に向けた、行政内外での連携を踏まえた、 

「人材確保」「質の向上」などの総合的な取組の推進 
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音声 

コード 

基本目標３ 地域での生活を支える支援の充実 【日常生活の支援】 

 

１）事業・取組の評価 

事業・取組の 

達成状況 

【２０２１年度（令和３年度）】 

・１事業が「達成できなかった」、２事業が「やや達成できなかった」

であった。 

・３７事業中２９事業（７３．４％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

【２０２２年度（令和４年度）】 

・１事業が「やや達成できなかった」であった。 

・３７事業中３２事業（８６．５％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

課題の分析 

・個別支援の取組については、提供体制の充実は一定見られるもの

の、地域生活の継続を考えたとき、医療的ケアをはじめとする重

度障がい者のニーズに応じた支援については課題がある。 

・障がい福祉サービスの取組については、地域生活支援事業の制度

評価と見直しが急務である。 

 

２）アンケート・ヒアリング結果による課題整理 

福祉サービス 

の利用 

・希望する福祉サービスが利用できなかった経験が「ある」方は障

がい者調査では１５．４％、障がい児調査では３９．８％で、特

に「発達障がい者」「在宅で支援区分の高い人」の割合が高い。 

・医療的ケアの必要な重度障がい者等に対応した福祉サービス、精

神障がいに対応した生活介護や居宅介護、余暇支援を含む移動支

援、短期入所が不足している。 

障がい者の高齢

化及び重度化 

・障がい者調査における障がい当事者の年齢は「６０代以上」が、

５６．４％を占める。 

・要支援・要介護の認定割合については、前回調査の１６．２％か

ら２６．１％に増加している。 

家族介護者の 

高齢化 

・主な支援者の年齢は６０歳以上が６０．３％を占める。 

・支援者の高齢化に伴う家族介護の負担が増加している。 

障がい特性等に

応じた生活の場

の確保 

・親なき後の生活の場、医療的ケアの必要な重度障がい者等及び発

達障がい者に対応した生活の場が不足している。 
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音声 

コード 

 

３）国の動向 

入所等から地域生活へ

の移行、地域生活の継続

支援 

・重度障がい者等への支援など、地域ニーズへの対応 

・地域の社会資源の活用及び関係機関との連携も含めた効

果的な支援体制の整備推進 

・共同生活援助 （グループホーム）における一人暮らし等の

希望の実現に向けた支援の充実 

発達障がい者等支援の

一層の充実 

・発達障がい者地域支援マネージャーの地域支援機能強化 

・強度行動障がいやひきこもり等の困難事例への助言等を

推進 

難病患者への支援の 

明確化 

・障がい福祉計画等の策定における難病患者、難病相談支援

センター等からの意見の尊重 

きめ細かい地域ニーズ

を踏まえた計画の策定   

・データに基づいた地域における障がい福祉の状況の把握 

・障がい者にとって身近な地域で支援が受けられるよう事

業所整備を推進 

 

４）中間見直しに向けた課題の方向性 

見直しのポイント 

一人ひとりの必要に

応じた支援の推進 

・入所等からの地域移行、地域定着のための支援の充実 

・重度障がい、強度行動障がい及び難病などの障がいのある人へ

の支援の充実 

レスパイトなどの在

宅生活支援の拡充 

・支援者の高齢化や、生活状況の多様化を踏まえた、短期入所な

どの障がい者の在宅生活を下支えするサービスの拡充 

暮らしの場の確保支

援 

・親なき後、支援者なき後を見据え、障がい者が自立した地域生

活に移行する際の共同生活援助 （グループホーム）等を含めた

様々な障がい特性に応じた住居の確保 
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音声 

コード 

基本目標４ 子どもの育ちを支える支援の充実 【療育・教育等】 

 

１）事業・取組の評価 

事業・取組の 

達成状況 

【２０２１年度（令和３年度）】 

・未達成事業はなかった。 

・２０事業中１６事業（８０．０％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

【２０２２年度（令和４年度）】 

・未達成事業はなかった。 

・２０事業中１９事業（９５．０％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

課題の分析 
・子育て支援施策の取組は充実しているが、早期発見、早期療育等

のきめ細かな体制づくりや、取組の検証が必要である。 

 

２）アンケート・ヒアリング結果による課題整理 

相談支援 

・ 「相談する人がいない」と回答した保護者は、３．１％であった。 

・相談支援を充実させるために必要なこととして、「専門的な相談や

助言ができる人材がいること」が６５．６％、「対応する人が障が

い特性を理解してくれること」が５８．６％と割合が高い。 

療育・教育 

・十分な支援が受けられていると感じている障がい児の保護者は、

７３．４％を占める。 

・保育、教育環境で困っていることは「通園・通学時の送迎」「職員

等の配置が不十分」「特性に応じた学習や訓練が不十分」であった。 

・医療的ケアや行動障がいのある子どもに配慮した療育・教育環境

が不足している。 

放課後の 

過ごし方 

・放課後等デイサービスや学校と情報共有を行っている保護者は、

７７．６％を占める。 

・放課後等の過ごし方で困っていることは、「体験を充実させる支援

が少ない」「家族の負担・ストレスが大きい」の割合が高い。 

・放課後等デイサービス事業所を選ぶ上で重視したことは、「学校や

自宅への送迎をしてくれる」「希望する曜日に空きがある」の割合

が高い。 

障がい児 

福祉施策 

・希望の福祉サービスを利用できなかった人は３９．８％であった。 

・障がい福祉施策を充実させるため、市に望む取組として、障がい

児調査では、 「障がい者が自分で社会生活を送るための能力を高め

る支援」「人生の節目や生活状況に応じた支援」の割合が高い。 

・ 「障がい者やその家族が、障がい児から障がい者へのライフステー

ジの移行に伴う生活環境の変化への順応が難しい状況」との意見

がある。 

・将来の生活に向けての家庭での取組において、「自分の意思を他人

に示す練習をしている」が６４．１％、 「身だしなみや身の回りの

整理整頓の練習」が５５．５％であった一方で、「子どもの将来に

ついて、相談支援員などの専門職に相談している」は１５．６％、

「特に何もしていない」は１０．９％となっている。 
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音声 

コード 

 

３）国の動向 

障がい児のサービス提供

体制の計画的な構築 

・児童発達支援センターでの地域の中核的役割、機能強化に

よる重層的な支援体制の整備及び地域におけるインク

ルージョンの推進 

・地方公共団体における医療的ケア児等に対する総合的な

支援体制の構築 

・障がい児入所支援から大人にふさわしい環境への円滑な

移行推進 

障がい児支援体制の強化 
・地域における障がい児や医療的ケア児等への支援体制の

強化 

 

４）中間見直しに向けた課題の方向性 

見直しのポイント 

成長・発達に合わせ

た療育環境の支援 

・障がい特性や成長に合わせた適切な療育環境を整えるため、児

童発達支援センターの中核的役割の明確化や機能の強化 

・障がい児の地域への参加や包括（インクルージョン）の推進 

支援の充実と保護

者への適切な情報

の提供 

・在宅での子育てや、療育を支えるための支援の充実 

・保護者が子どもにとって適切な療育環境を選択できるよう、情

報の提供やサポート体制の充実 

医療的ケア児等へ

の支援の充実 

・医療的ケア児とその家族が安心して生活できるよう、関係機関

等の連携促進、関係情報の集約・発信、支援者の養成など、総

合的な支援体制の充実 
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音声 

コード 

基本目標５ 社会参加を支える支援の充実 【参加・活躍の支援】 

 

１）事業・取組の評価 

事業・取組の 

達成状況 

【２０２１年度（令和３年度）】 

・２事業が「達成できなかった」であった。 

・３８事業中３４事業（８９．５％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

【２０２２年度（令和４年度）】 

・未達成事業はなかった。 

・３８事業中３６事業（９４．７％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

課題の分析 

・就労、社会参加の取組についてはおおむね達成できているが、就

労定着や継続的な社会参加等において課題がある。 

・障がい者スポーツについては、東京２０２０パラリンピック競技

大会のレガシーを継承するなど、社会資源を有効に活用する必要

がある。 

・手話講習会においては、コミュニケーション手段として普及啓発

を進めるとともに、手話通訳者の養成につなげるなど専門性を意

識した取組が必要である。 

 

２）アンケート・ヒアリング結果による課題整理 

就労 

・障がい者の就労希望として「企業等の一般雇用」「企業等の障がい

者雇用」「福祉的就労」でそれぞれ３０％前後となっており、働き

方のニーズが多様化している。 

・就労している人の就労時の困りごとが「特にない」と回答した人

は５１．５％であった。 

・「市における雇用の促進するための制度の積極的な導入、推進がで

きていないと当事者が感じている」や「雇用する企業側の障がい

者の就労環境整備が追い付いておらず、定着率が改善できていな

い」との意見がある。 

地 域 活 動 （ ス

ポーツ ・文化・自

然体験） 

・障がい者調査では、外出時に何らかの困りごとを抱えている人は、

５７．７％であった。 

・地域活動に「参加している」人は、２０．９％で、参加している

活動では「自治会・町内会の活動」「友人・知人同士の趣味の集ま

り」の割合が高い。 

・地域活動に参加している人のうち、 「余暇（文化・スポーツ活動な

ど）」の割合は、１１．１％である。 

・障がい児調査では、放課後や休日の過ごし方での困りごととして

「様々な体験をさせたいが、支援体制がない」が３０．５％であっ

た。 

情報入手・意思

疎通 

・地域生活を行う上で必要な支援として、「障がい者が入手しやすい

情報の発信の工夫」は障がい支援区分の高い人で多くなっている。 

・情報入手、伝達に必要な支援として「障がいの種類・程度に応じ

た伝達手段の充実」「障がいの種類・程度にかかわらず同じタイミ

ングで情報が得られる仕組みや環境の整備」が必要となっている。 
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音声 

コード 

 

３）国の動向 

多様な就労ニーズへの

障がい者雇用の推進 

・ 「就労選択支援サービス」の創設 

・ハローワークによる職業指導等の実施 

一般就労への移行 
・一般就労への移行及び定着状況に関する成果目標の設定 

・地域における障がい者の就労支援に関する状況の把握 

・関係機関との情報共有及び連携した取組 

文化芸術活動の推進 ・文化芸術活動に関する施策を総合的・計画的に推進 

情報の取得利用・ 

意思疎通の推進 

・障がい特性に配慮した意思疎通支援及び支援者の養成等

の促進 

 

４）中間見直しに向けた課題の方向性 

見直しのポイント 

就労等への参加・ 

活躍支援 

・一般就労を目標とした就労訓練や就労移行支援等の福祉サー

ビスの充実 

・多様な働き方や雇用形態に関する地元企業への啓発の充実 

地域活動への 

参加に向けた支援 

・必要な情報の内容など、地域活動情報の提供のあり方について

の検討 

・障がいの有無にかかわらず、地域活動に参加できる環境づくり

やサポートの充実 

スポーツや文化芸

術活動の推進 

・障がい児者がスポーツや文化芸術活動を楽しむことができる

環境や場の充実 

情報取得や意思疎

通支援の推進 

・障がいの種類や程度にかかわらず、必要なときに必要な情報の

取得・発信をするための仕組みや情報発信等の推進 
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音声 

コード 

基本目標６ 生活の安心を支える社会づくりの推進 【安心の基盤づくり】 

 

１）事業・取組の評価 

事業・取組の 

達成状況 

【２０２１年度（令和３年度）】 

・２事業が「達成できなかった」であった。 

・２３事業中１８事業（７８．３％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

【２０２２年度（令和４年度）】 

・未達成事業はなかった。 

・２３事業中１９事業（８２．６％）が、「おおむね達成できた」「達

成できた」であった。 

課題の分析 

・福祉、医療の連携については、医療的ケア児支援法の施行を踏ま

え、積極的な取組を推進する必要がある。 

・防災の取組については、おおむね達成しているが、当事者と家族

に実感のある効果は生じていないことから、不安要素を軽減させ

る手法などの改善が必要である。 

 

２）アンケート・ヒアリング結果による課題整理 

医療 

・受診時に「困りごとがない」障がい者の割合は６１．１％であっ

た。 

・医療的ケアが必要な人の「受診の際に困っていること」について、

障がい者調査では「移動手段がない」「付き添い等の介護者がいな

い」「自分に合う薬や治療やリハビリの方法を見つけられない」の

割合が高く、障がい児調査では「希望する専門の医療機関が見つ

からない」「かかりつけ医を決められない」「本人が受診を嫌がる」

の割合が高い。 

・「市内に発達障がいや難病などの専門的な医療機関が限られてい

る」との意見がある。 

災害時の対応 

・ 「地域で自分らしく活動ができるよう、行政が特に力を入れるべき

こと」として「障がいがあっても安心できる防犯・防災体制」が

２６．５％であった。 

・火事や災害時の不安が「特にない」は１０．２％で、最も多い困

りごとは「投薬や治療が受けられなくなる」が４８．２％であっ

た。 

・火事や災害時に助けてくれる近所の人が「いない」は４１．３％

であった。周囲に支援を求めるときの困りごとは「誰に支援を求

めればよいかわからない」が４７．７％であった。 

・火事や地震時一人で判断して避難が「できる」は、障がい者調査

で４７．７％、障がい児調査では１２．５％であった。障がい者

調査では、高次脳機能障がいや重症心身障がいの人、障がい児調

査では、知的障がいや知的判定、重症心身障がいの人は「できる」

の回答の割合が低い。 

・「避難行動要支援者名簿の作成、運用が自治会や町内会に任せられ

ており、網羅的な運用ができていない」や「個別避難計画の策定

状況が芳しくない」との意見がある。 
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音声 

コード 

 

経済的支援 

・今後の生活で不安に感じていることで 「生活費」と回答した人は、

障がい者調査では４３．６％、障がい児調査では３９．８％であっ

た。 

・障がい者調査では「生活費」の回答が前回調査の３６．０％から

４３．６％に増加し、特に精神障がいや発達障がいの人の回答割

合が高い。また、障がい児調査では難病の方の回答の割合が高い。 

・「経済的に困難な障がい者世帯があるので、本人だけでなく家族の

収入も含めて考えるべきである」との意見がある。 

 

３）国の動向 

障がい児のサービス提

供体制の計画的な構築 

・地方公共団体における医療的ケア児等に対する総合的な

支援体制の構築 

難病患者及び小児慢性

特定疾病児童等に対す

る適切な医療の充実及

び療養生活支援の強化 

・医療費助成の開始日を重症化したと診断された日に前倒

し 

・難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立

支援事業の強化 

災害対策基本法の改正 
・２０２１年（令和３年）の災害対策基本法の改正により、

市町村においておおむね５年間での、避難行動要支援者ご

とに「個別避難計画」の作成が努力義務化 

 

４）中間見直しに向けた課題の方向性 

見直しのポイント 

医療的ケアの必要

な人への支援の充

実 

・重度障がい者、難病患者、医療的ケアが必要な人などの受け入

れ可能な施設等の充実 

・障がい者等歯科の保健医療体制の充実 

緊急時・災害対策等

の強化 

・家族や支援者だけでなく、緊急時や災害時に障がい者の命を守

るための体制の構築 

・要支援者名簿受取自治会の拡充、安全・安心プランを含めた個

別避難計画の推進 

経済的な支援の推

進 

・工賃の向上など、障がい者が経済的にも自立した生活を行える

ような経済的基盤の充実 
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音声 

コード 

第２章 ふじさわ障がい者計画 

１ 基本方針 

（１）計画の骨子 
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音声 

コード 

 

（２）基本理念について 

 

基本理念 
すべての人が、障がいの有無にかかわらず、 

お互いに助け合い、自分らしく、生活できるまちへ 

 

この社会のすべての人には自分らしく生きていく権利があります。障害者権

利条約では、障がいに基づくあらゆる差別の禁止や、障がい者の自立した生活

と地域社会への包容などについて定められています。また、２０１１年（平成

２３年）に障害者基本法が改正され、２０２１年（令和３年）には障害者差別

解消法が改正されるなど、地域で生活している一人ひとりが、障がいの有無に

かかわらず、お互いを支え合う共生社会の実現が求められています。 

 

しかし、障がい者は、障がいを理由とする不当な差別や、障がいに関する理

解の不足等により、社会の中で様々な制限や制約（「社会的障壁」）を受けてい

ます。この「社会的障壁」を除去するためには、障がいに関する理解を広め、

必要な支援や合理的配慮の提供等により、障がい者の心身の状態等に起因する

不自由な状況を改善し、一人ひとりの尊厳と自立を保障する必要があります。

また、社会生活を行う上での様々な選択の機会において、障がい者の意思決定

が尊重されるように配慮する必要があります。 

 

本市は、インクルーシブな社会の概念を踏まえ、お互いに助け合い、障がい

の有無にかかわらず、一人ひとりが自分自身の意思や決定に基づき、自分らし

く生活できるまちづくりに向けた取組を推進します。 

 

障がいの概念は、本人の医学的な診断や判定によってのみ規定されるもので

はなく、社会の側に、様々な心身状況の人々と共に過ごすことを前提とする環

境や関係づくりが十分でないことから生じる様々な障壁を課題視するもので

す。 

 

本市では、「障がいは、個人の心身機能の障がいと社会的障壁により生じてい

る」ということや個人の意思決定を尊重するという考えのもと、障がいの有無

にかかわらず、お互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、一人ひとりが自分

らしく生活できる社会の実現をめざしていきます。 
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音声 

コード 

 

（３）めざす社会像について 

 

＜共に理解し、つながることができる社会＞ 

私たちは、生活の様々な場面において他者との協力やつながりが必要であ

り、一人の力だけで地域に住み続けることは困難な場合があります。また、障

がい当事者やその家族が、ピアカウンセリングやボランティア活動等、広く地

域社会に対して参画・協力できることが多くあります。そして、一人ひとりの

つながりと地域参加を進めるためには、障がいに関する差別や偏見、生活環境

等の社会的障壁の除去を地域において進めることが必要です。 

本市では、これまで障がい者が地域に住み続けるために、地域に密着した相

談支援体制や、発達障がい者に対する支援の強化・充実とともに障がいに関す

る理解を広め、社会的障壁を取り除くための取組を進めてきました。 

こうした公助と地域の方々が支え合う共助の仕組みづくりを通じて、障がい

者も市民として地域社会に参加し、一人ひとりが、地域の中で、共に理解し、

つながることができる社会をめざします。 

 

＜安心して生活できる社会＞ 

私たちが、地域で安心して暮らし続けていくためには、本人や家族の状況に

応じた保健・医療などの支援が、地域において切れ目なく提供される仕組みが

必要です。また、風水害や感染症などの災害対策や見守り等の安全対策も重要

となります。 

本市では、子どもから高齢者、障がい者、生活困窮者等、誰もが住み慣れた

地域で、その人らしく安心して暮らし続けることができるよう、１３地区ごと

の地域特性を活かし、市民や地域で活動する団体、関係機関等と連携した「支

え合いの地域づくり」を進めています。さらに、災害時に支援が必要な方々に

対する地域での防災支援や、見守り・パトロールなどの地域での防犯対策を進

めています。 

今後、一層保健・医療との連携や福祉・医療の緊急時や災害時対策を推進

し、一人ひとりを支える仕組みを構築する中で、一人ひとりが、地域の中で、

安心して生活できる社会をめざします。 

 

＜生きがいをもって生活できる社会＞ 

私たちが、生きがいをもって生活するためには、自分自身の意思決定に基づ

き、自分らしく生活できる地域が必要となります。同時に社会生活での様々な

選択の機会において、一人ひとりの意思決定が尊重されるような環境設定が求

められます。 

本市においては、今後、就学や就労、地域活動への参加等を通じて、障がい

者が、積極的に社会や地域に関わり、より多くの活動に取り組んでいけるよう

な環境の整備を推進していきます。 

このことを踏まえ、本市では、地域や社会において、一人ひとりが、地域の

中で、生きがいをもって生活できる社会をめざします。 

 

  



 

26 

音声 

コード 

 

（４）施策の体系 

基本目標 施策の柱 施策の方向性 

基本目標１ 尊厳を守り合う社会づくりの推進 

共生の 

基盤づくり 

１－１ 共生のための環境づくり 
（１）障がい理解と心のバリアフリーの促進 

（２）合理的配慮の提供の推進 

１－２ 権利擁護の推進 
（１）差別解消と虐待防止の推進 

（２）意思決定支援の推進 

基本目標２ 支援体制の強化 

支援の 

基盤づくり 

２－１ 相談支援の強化 

（１）福祉情報・相談窓口の利便性の向上 

（２）相談支援体制の拡充 

（３）計画相談支援・障がい児相談支援の推進 

２－２ 連携による支援体制の強化 
（１）横断的な協議体制の確保 

（２）地域における支援体制の構築 

２－３ 支援・サービス提供体制の

確保 

（１）サービス提供施設・事業所の充実 

（２）支援人材の育成・確保 

基本目標３ 地域での生活を支える支援の充実 

日常生活の 

支援 

３－１ 一人ひとりの必要に応じた

支援の推進 

（１）様々な障がい等に応じた支援の充実 

（２）重度障がいに対応した支援基盤の充実 

（３）障がい当事者の高齢化への対応 

３－２ 障がい福祉サービス等の充

実 

（１）障がい福祉サービスの充実 

（２）その他の福祉サービスや事業との連携 

（３）家族の支援 

３－３ 暮らしの場の確保支援 
（１）住まいの確保支援 

（２）入所施設等の整備 

（３）住宅改良の支援 

基本目標４ 子どもの育ちを支える支援の充実 

療育・ 

教育等 

４－１ 障がいの早期発見と乳幼児

期における発育・発達支援

の充実 

（１）障がいの早期発見・早期対応の推進 

（２）保育・療育の充実 

４－２ 学齢期における教育等支援

体制の充実 

（１）学校教育の充実 

（２）様々な学びや体験機会の充実 

４－３ 切れ目のない障がい児支援

の充実 

（１）成長に応じた発達支援の充実 

（２）障がい児支援サービスの充実 

（３）子育ての支援 

基本目標５ 社会参加を支える支援の充実 

参加・活躍 

の支援 

５－１ 就労等への参加・活躍支援

の推進 

（１）就労支援体制の充実 

（２）様々な仕事や創作活動の充実 

５－２ 様々な活動への参加促進や

支援 

（１）文化・スポーツ活動の充実 

（２）様々な活動への参加促進 

（３）当事者・家族団体等の活動支援 

５－３ 活動の手段や環境の確保 
（１）外出・移動支援の充実 

（２）情報の受発信支援 

基本目標６ 生活の安心を支える社会づくりの推進 

安心の 

基盤づくり 

６－１ 保健医療体制の確保 
（１）健康増進・リハビリの推進 

（２）受診しやすい医療体制の確保 

（３）医療的ケアと家族への支援環境の整備 

６－２ 緊急時対応・災害対策等の

強化 

（１）緊急時支援の確保 

（２）災害対策・感染症対策の強化 

６－３ 経済的な支援 （１）経済的な支援 
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２ 目標と主な取組 

（１）基本目標１ 尊厳を守り合う社会づくりの推進【共生の基盤づくり】 

 

・障害者権利条約、障がいの社会モデル及び人権モデルなど、多様化している

障がいに対する考え方や正しい知識の普及と理解促進を図り、あらゆる人が

互いに尊重しながら暮らせるインクルーシブな社会づくりを進めます。 

・虐待や差別のない社会づくりに注力するとともに、障がい者が、自身の決定

に基づいた選択や、生活を営めるような支援体制を充実します。 

 

１－１ 共生のための環境づくり 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：障がい理解と心のバリアフリーの促進 

・講演会や体験イベントの実施、啓発用素材の作成及び活用、ヘルプマーク等

の普及に努めるとともに、精神障がい、内部障がい及び発達障がい等といっ

た外見では伝わりにくい障がいへの理解促進を強化します。 

・学校や職場、地域の中で、障がいの有無にかかわらず、あらゆる人が生活へ

の支援や手助けをお互いに受けられ、支え合いながら暮らすことのできる

インクルーシブな社会の形成を促進します。 

 

施策２：合理的配慮の提供の推進 

・各種訪問調査時等における手話通訳者等の派遣、視覚障がい者ＩＴ講習会の

開催をはじめ、コミュニケーション手段の確保及び情報保障に係る支援を

充実します。 

・手話通訳者、要約筆記者の派遣や市役所での手話通訳者設置等を実施しま

す。 

・プッシュ型の情報発信を推進し、障がいの特性や程度にかかわらず、必要な

情報を取得できる環境づくりに取り組みます。 

・公共施設や公園、街や道路の整備、交通バリアフリー等について、計画段階

から望ましい整備が進むよう、藤沢市バリアフリー化基本方針及び藤沢市

道路の移動等円滑化整備ガイドラインなどの計画を踏まえ、関係部署、機関

との連携を図ります。 

・行政内での合理的配慮の提供をさらに推進するため、職員の対応力向上に取

り組みます。 

・民間事業者による円滑な合理的配慮の提供を推進するため周知、啓発、相談

等に取り組みます。 
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音声 

コード 

 

１－２ 権利擁護の推進 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：差別解消と虐待防止の推進 

・学齢期からの人権意識の向上に向け、インクルーシブ教育や人権教育を進め

るとともに、福祉サービスの活用を促すことにより、障がい者の日常生活環

境の充実に取り組みます。 

・「ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針」に基づく人権啓発の推進、

誰もが利用しやすい人権相談体制の充実を図ります。 

・「障がい者差別解消支援地域協議会 （差別解消協議会）」を開催し、障がいを

理由とする差別解消に取り組みます。 

・「障がい者虐待防止センター」において、障がい者虐待の防止、早期発見・

早期対応に取り組みます。 

・ジェンダー平等や、子ども、高齢者及び障がい者などについての差別解消、

虐待防止に向け、各事業を推進するとともに、関係部署、機関と連携し、世

代や分野を超えた課題の解決に取り組みます。 

 

施策２：意思決定支援の推進 

・日常生活、社会生活を送る上での選択、判断、決定等について、本人が主体

的にできるよう、家族とも協力し、意思決定支援に関する支援者の資質向上

に向けた取組を推進します。 

・福祉サービスの利用や金銭管理に係る判断を補う支援（日常生活自立支援）

を継続して推進するとともに、成年後見制度利用に係る各種の取組を実施

します。 
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音声 

コード 

 

（２）基本目標２ 支援体制の強化【支援の基盤づくり】 

 

・福祉情報、相談窓口のわかりやすい情報提供を実施するとともに、関係機関

や自治会、民生委員・児童委員などの地域の主体と連携した支援体制の構築

を図ります。 

・総合支援協議会において、地域課題解決に向けた支援体制の構築を図ります。 

・福祉サービス等の提供体制の質の向上や人材の確保に向けた事業者支援を充

実します。 

 

２－１ 相談支援の強化 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：福祉情報・相談窓口の利便性の向上 

・「藤沢市障がい者福祉の手引き」などの配布を継続しつつ、インターネット

の活用や相談窓口等でのわかりやすく、丁寧な情報提供を実施します。 

・福祉、保健分野の総合的な相談窓口として、福祉総合相談支援センター、北

部福祉総合相談室を運営します。 

・基幹相談、専門相談（発達障がい・高次脳機能障がい・重症心身障がい）、

総合相談 （４地域）に専門職を配置し、他機関との連携により、様々な障が

いに関する相談に対応します。 

 

施策２：相談支援体制の拡充 

・関係機関や自治会、民生委員・児童委員などの地域主体との連携強化を図

り、多様な側面から障がい者の地域生活を支える体制を構築します。 

・障がい特性や多様化している生活課題を踏まえ、障がい者のＱＯＬの向上の

ために、地域移行や地域定着に向けた多職種 ・多機関との連携の調整などを

担う、相談支援専門員の人材確保、質的向上に取り組みます。 

 

施策３：計画相談支援・障がい児相談支援の推進 

・障がい福祉サービスを利用する多くの人が、計画相談支援事業所、障がい児

相談支援事業所の支援を受け、障がい福祉サービス等を有効に利用できる

よう、支援体制の整備を進めます。 
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音声 

コード 

 

２－２ 連携による支援体制の強化 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：横断的な協議体制の確保 

・総合支援協議会において、地域課題解決に向けた支援体制構築のための協議

を進めます。 

・緊急時や災害時における支援者との連携を円滑に行うため、「安全・安心プ

ラン」を軸にした取組を推進します。 

 

施策２：地域における支援体制の構築 

・入所・入院先などから地域生活へと移行し、自分らしい生活を継続できるよ

う、相談や一時的な宿泊、緊急対応等の支援体制の強化を検討します。 

・地域共生社会の実現をめざし、複合 ・複雑化した支援ニーズに、きめ細かく

対応するため重層的支援体制の構築に向け、関係各課で連携し、世帯支援を

実施します。 

・緊急時や災害時における支援者との連携を円滑に行うため、自治会や民生委

員・児童委員などとの関わりを深める取組を促進します。 

 

 

２－３ 支援・サービス提供体制の確保 

＜施策の方向性＞ 

施策１：サービス提供施設・事業所の充実 

・障がい福祉サービスの質の向上に向けて、市内の障がい福祉サービス事業所

が抱える課題の解決に取り組むなど、サービスの充実をめざします。 

 

施策２：支援人材の育成・確保 

・支援を担う専門職等の育成及び確保に取り組みます。 

・福祉の仕事に関心のある人たちに向け、市内の障がい福祉サービス事業所等

の認知度を向上することにより、新規人材の確保に向けた取組や事業者支

援を行います。 
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音声 

コード 

 

（３）基本目標３ 地域での生活を支える支援の充実【日常生活の支援】 

 

・重度障がい、強度行動障がい、難病など様々な障がいや、医療的ケアを含め

た多様な状況に対応できる幅広いサービスの提供体制を構築します。 

・障がい者の地域での生活を見据え、本人にとって最適なサービスを利用でき

るよう、障がい福祉サービス等の充実を図ります。 

・多様な障がい特性に対応できるよう、住宅改良の支援や住まい、居住系サー

ビスなど暮らしの場の確保を支援します。 

 

３－１ 一人ひとりの必要に応じた支援の推進 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：様々な障がい等に応じた支援の充実 

・多様な障がいへの認識を深め、一人ひとりの状況に応じ、チームアプローチ

を基本とした支援を充実します。 

・広域の支援機関等と連携し、障がい特性に応じた継続的な支援に取り組みま

す。 

 

施策２：重度障がいに対応した支援基盤の充実 

・市内の障がい福祉サービス事業所や医療機関及び広域の支援機関と連携し、

重度障がい児者※2 や難病患者を含めた医療的ケアを必要とする人※3、発達

障がい者などが、自分らしい生活を実現していくことができるよう、共同生

活援助（グループホーム）や短期入所をはじめ、幅広いサービス提供に取り

組みます。 

 

施策３：障がい当事者の高齢化への対応 

・障がい者と高齢者が共に活動できる共生型サービスの充実を図ります。 

・多様な地域課題を解決するため、地域包括支援センター等との連携による支

援体制の充実を図ります。 

・障がい者が介護保険サービスの利用対象者となっても、障がい特性に応じた

サービス利用を継続できるよう調整します。 
 

※２ 「重度障がい児者」には、障がいの等級などが高い方、重症心身障がい児者（重度の肢

体不自由と重度の知的障がいが重複した状態にある方）、重度・重複障がい児者（視覚

障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、発達障がい、病弱など、いずれか２つ

以上が重なっている障がいであり、身体状況のみならず、発達及び行動的側面からみ

て、障がいの程度が重い重複障がいの方）を含みます。 

※３ 「医療的ケアを必要とする人」とは、病院以外の場所で、痰の吸引や経管栄養など、生

きていくために必要な医療的援助を必要とする方のことをいいます。 
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音声 

コード 

 

３－２ 障がい福祉サービス等の充実 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：障がい福祉サービスの充実 

・障がい者の地域での生活を見据え、本人の障がい特性や生活状況に応じた障

がい福祉サービスを利用できる提供体制の確保に努めます。 

 

施策２：その他の福祉サービスや事業との連携 

・介護保険と連携し、日常生活の支援に係る福祉サービスの確保に努めます。 

・民生委員・児童委員と連携し、障がい者の地域生活支援を推進します。 

 

施策３：家族の支援 

・家族介護者の高齢化や生活状況の多様化を踏まえ、短期入所、日中一時支援

及び移動支援等の障がい者の在宅生活を支え、家族介護者の負担軽減に資

するサービスを拡充します。 

・障がい者の家族が、病気や障がいへの認識、障がい福祉サービス等への理解

を深められるよう、相談支援、家族教室及び家族相談等を実施します。 

 

 

３－３ 暮らしの場の確保支援 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：住まいの確保支援 

・日中サービス支援型共同生活援助 （グループホーム）の支援内容を充実させ

るとともに、入居費用を支援します。 

・地域生活に移行する際の住居確保に係る支援を行います。 

・市営住宅のバリアフリー対応や障がい者優遇制度の運用、住宅確保要配慮者

支援などについて、関連部署との連携を図ります。 

 

施策２：入所施設等の整備 

・重度障がい者、医療的ケアが必要な人が、安心して生活できるよう入所施設

等の整備に向けた検討を加速化します。 

 

施策３：住宅改良の支援 

・身体障がい者が円滑に居宅生活を送ることができるよう、既存住宅の改良を

支援します。 
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音声 

コード 

 

（４）基本目標４ 子どもの育ちを支える支援の充実【療育・教育等】 

 

・障がいや発達の心配、医療的ケア児への対応など、一人ひとりの状況に応じ

た支援に取り組み、障がいの早期発見と乳幼児期における発育・発達支援の

充実を図ります。 

・一人ひとりに応じた学習と、個性を認め合うインクルーシブな関係を育む環

境づくりを進めるとともに、放課後等デイサービスでは、自立に向けた支援

や専門性の高い支援を提供することで、学齢期における支援体制の充実を図

ります。 

・児童発達支援センターの機能を強化し、成長に応じた発達支援や障がい児支

援サービスの質を向上させ、乳幼児期から成人期までの切れ目のない支援を

提供できるよう取り組みます。 

 

４－１ 障がいの早期発見と乳幼児期における発育・発達支援の充実 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：障がいの早期発見・早期対応の推進 

・乳幼児健診・健診フォローに係る支援、未熟児・慢性疾患児等保健指導など

により障がいの早期発見に取り組みます。また、児童発達支援センター、子

育て支援センター、保育所、幼稚園、医療機関、こども家庭センター等が連

携して障がいへの早期対応を進めます。 

・難聴児支援、重度重複障がい、医療的ケア、小児慢性特定疾病など、専門的

な対応が必要な場合は、医療機関や広域の専門機関との連携により、有効な

支援につなぎます。 

 

施策２：保育・療育の充実 

・児童発達支援センター、児童発達支援事業所、保育所、幼稚園、発達支援に

係る専門機関等と連携して、障がいや発達に心配のある乳幼児の支援体制

の充実を図ります。 

・保育所 ・幼稚園等における特別支援保育の実施、幼稚園・保育所等職員にお

ける発達支援コーディネーター育成支援などに取り組むことで、障がいの

有無にかかわらず、幼児期から互いの個性を認め、共に過ごすインクルーシ

ブな関係づくりを進めます。 
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音声 

コード 

 

４－２ 学齢期における教育等支援体制の充実 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：学校教育の充実 

・特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室の運営、教育相談コーディネー

ターの設置など、一人ひとりに応じた学習支援体制を充実するとともに、介

助員・学校看護師の派遣をはじめ、医療的ケア児への対応も含め、学校生活

の支援体制を確保していきます。 

・学校教育、学校生活を通じて、障がいの有無にかかわらず、互いの個性を認

め、共に過ごせるよう、インクルーシブ教育を推進します。 

 

施策２：様々な学びや体験機会の充実 

・障がい児が、放課後や学校長期休業中も心豊かに過ごせるよう、放課後児童

クラブや放課後等デイサービスなどの居場所の提供や特性に応じた支援の

質の向上に努めます。 
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音声 

コード 

 

４－３ 切れ目のない障がい児支援の充実 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：成長に応じた発達支援の充実 

・発達に心配のある子どもたちの成長に応じた支援が、円滑に行われるよう、

保護者、保育所、幼稚園、学校等と連携して切れ目のない支援を実施してい

きます。 

・児童発達支援センターについては、地域における障がい児支援の中核的役割

を担えるよう、保育所等訪問支援等によるインクルージョンの推進やスー

パーバイズ・コンサルテーションなどの機能強化に努めます。 

 

施策２：障がい児支援サービスの充実 

・身体障がい、知的障がい、発達障がい等の支援を必要とする子どもがそれぞ

れの障がい特性や生活状況にあった支援を受けられるよう、サービス利用

の計画づくりを支援するとともに、重度障がい、小児慢性特定疾病等の子ど

もにも対応した支援体制の強化を含め、必要なサービスの拡充を進めます。 

・また、子どもの意見を聴く仕組みを整えつつ、障がい児福祉サービスの質の

向上に努めます。 

 

施策３：子育ての支援 

・経済的支援や一時預かり、送迎支援などを通じて、障がい児を育てる保護者

の負担を軽減し、自らの就業継続などが、可能となるよう支援します。 

・障がいへの早期対応・軽減に係る継続的な受診を支援します。 

・子どもの障がいを理解し、日々の生活の中で、本人の成長に応じた子育てを

行っていくことができるよう、保護者に対する療育に関する知見や利用で

きる支援などの情報提供を充実します。 

・医療的ケア児の支援体制の充実及び医療的ケア児やその家族が、地域におい

て安心して生活できるよう、医療、保健、福祉、教育、その他行政機関等の

関係機関によるネットワークの構築に努めます。 
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音声 

コード 

 

（５）基本目標５ 社会参加を支える支援の充実【参加・活躍の支援】 

 

・障がい者の就労に関する支援体制の充実を図るとともに、地域の事業者に対

する障がい者雇用への理解促進を図り、障がい者の就労等による自立・活躍

支援を推進します。 

・文化及びスポーツ活動や、生涯学習などを充実させ、様々な活動へ参加しや

すい環境づくりを推進するとともに、障がい当事者等団体活動などへの支援

を推進します。 

・外出、移動支援の充実や手話や点訳などを含む情報の受発信支援を進め、活

動の手段や環境を確保します。 

 

５－１ 就労等への参加・活躍支援の推進 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：就労支援体制の充実 

・障がい者雇用を進めるとともに、職場実習の場の提供、市役所内での物品販

売等働く機会の確保、障がい者優先調達の推進などの取組を継続して進め

ます。 

・就労関係機関、学校及び企業等と連携し、市内の企業等に対して、障がい者

の多様な働き方や雇用形態についての周知を行い、一般就労の促進と就労

定着の向上に、より一層取り組みます。 

・工賃の向上や一般就労への移行に向け、市内就労系サービスにおける受注機

会の拡大に向けた取組や新たに始まる就労選択支援事業を効果的に活用す

るための検討を行います。 

・市内障がい福祉サービス事業所と学校が連携した進路の検討、障がい者雇用

に向けた取組の充実を図ります。 

 

施策２：様々な仕事や創作活動の充実 

・通所施設における生産・創作活動の充実など、障がい者が仕事を通じて社会

への参加や活躍できる機会の拡充を進めます。 
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音声 

コード 

 

５－２ 様々な活動への参加促進や支援 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：文化・スポーツ活動の充実 

・障がい児者がスポーツを楽しめる環境整備、団体組織の継続支援、各種ス

ポーツ大会の開催や参加支援、スポーツ指導者やボランティアの確保、ス

ポーツ活動を通じた健康維持・増進などを総合的に推進します。 

・誰もがスポーツを楽しめるインクルーシブスポーツの推進に取り組みます。 

・文化芸術にふれる様々な機会づくり、障がいの有無にかかわらず参加する文

化芸術活動の推進に努めます。 

 

施策２：様々な活動への参加促進 

・市民及び各種活動団体等と連携し、生涯学習事業等への参画を促進します。 

・点字録音図書の製作・貸出などにより地域活動についての適切な情報を提

供、発信し、障がい児者が参加しやすい環境づくりを進めます。 

・地域団体への啓発などにより、障がい児者の地域活動への参加を促進しま

す。 

 

施策３：当事者・家族団体等の活動支援 

・障がい当事者・家族団体等の紹介をするとともに、団体活動を継続して支援

します。 

 

 

５－３ 活動の手段や環境の確保 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：外出・移動支援の充実 

・社会参加の基盤として、各種交通費助成を実施するとともに、同行援護、行

動援護及び移動支援などの障がい福祉サービスの充実を図ります。 

 

施策２：情報の受発信支援 

・要約筆記体験会、手話奉仕員の養成、点訳及び音訳等ボランティア講習会な

ど、人材の育成及び確保に取り組みます。 
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（６）基本目標６ 生活の安心を支える社会づくりの推進【安心の基盤づくり】 

 

・障がい者の健康づくりや安心して医療機関の受診ができるよう、医師会や歯

科医師会等と連携した機会提供に取り組みます。 

・災害時等への対応に向けて、平時からの地域防災組織との連携を充実させる

とともに、障がい者の個々の状況把握を充実します。 

・年金、手当、給付金、各種減免制度などに加えて、工賃の向上など、生活の

安心を支える経済的な支援について継続して取り組みます。 

 

６－１ 保健医療体制の確保 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：健康増進・リハビリの推進 

・医師会や歯科医師会等の関係機関と連携し、障がい者が利用しやすい健康診

断、検診、相談、受診、指導、教室等の利用を促進します。 

 

施策２：受診しやすい医療体制の確保 

・障がい者が適切に受診できるように、各種医療費の助成を通じて、医療費負

担の軽減への支援を行うとともに、受診時や入院時における意思疎通が困

難な重度障がい者と医療従事者とのコミュニケーションを支援します。 

 

施策３：医療的ケアと家族への支援環境の整備 

・重度障がい者、難病患者、医療的ケアが必要な人やその家族に対し、在宅医

療、在宅看護、短期入所等の活用を支援します。 
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６－２ 緊急時対応・災害対策等の強化 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：緊急時支援の確保 

・体調急変時等に、自ら通報できる体制の確保を支援します。 

 

施策２：災害対策・感染症対策の強化 

・災害への備えとして、引き続き避難行動要支援者名簿の受取について、自治

会に協力要請するとともに、障がい者の希望に応じて、自治会や自主防災組

織と連携した地域における防災・避難対策に取り組みます。 

・「藤沢市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画」に基づき、関係課と連

携して個別避難計画の作成に取り組みます。 

・「安全・安心プラン」の作成を推進することで、障がい者の個々の状況を把

握し、関係課と連携した防災対策や避難対策に活用していきます。 

・障がい者や支援者の防災意識の向上を促進するとともに、障がい当事者や家

族、支援者等による地域の防災訓練等への参加を促進します。 

・災害時における災害情報の的確な伝達、医療救護体制機能の強化、指定避難

所等における対応の充実を図ります。 

・感染症対策として、国、県の方針及び感染状況を踏まえ、柔軟に対応すると

ともに、障がい福祉サービス等の業務継続に向けて、障がい福祉サービス事

業所及び関係機関との連携体制の充実を図ります。 

 

 

６－３ 経済的な支援 

 

＜施策の方向性＞ 

施策１：経済的な支援 

・年金や手当、給付金の支給、各種減免制度などの情報提供及び手続の支援を

するとともに、工賃の向上や一般就労への移行などによる経済的自立の実

現・継続に向けた支援に努めます。 
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第３章 第７期ふじさわ障がい福祉計画 

１ 基本方針 

（１）位置づけ 

第７期ふじさわ障がい福祉計画は、本計画の基本理念やめざす社会像を踏ま

え、障害者総合支援法第８８条に基づき、障がい福祉サービス、相談支援及び地

域生活支援事業についての、地域の特性に応じた事業体制確保の目標や必要な

サービスの見込み量を具体的に定めるものです。 

 

（２）基本的な考え方 

本市では「藤沢型地域包括ケアシステム」として、誰もが住み慣れた地域で、

その人らしく安心して暮らし続けることができるよう、１３地区ごとの地域特性

を活かし、市民や地域で活動する団体、関係機関等と連携した地域共生社会づく

り（支え合いの地域づくり）を進めています。 

本計画では、地域共生社会の実現に向けた、福祉施設・病院からの地域移行支

援・地域定着支援や一般就労への移行に関する目標を設定します。その上で、国

の基本指針を踏まえて、障がい者人口の増加予測及びこれまでの実績に基づき、

障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の見込み量を定めます。 

 

 

２ 地域共生社会づくりの目標値 

国の基本指針に準拠し、本市におけるこれまでの実績を踏まえ、第２章に掲げた

施策展開の効果を見込み、２０２６年度（令和８年度）の目標を次のとおり設定し

ます。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

 

障がい者の地域生活への移行を進める観点から、施設入所者の地域生活への移

行を促進します。 

 

項   目 

基準値 

2022 年度末 

（令和４年度末） 

目標値 

2026 年度末 

（令和８年度末） 

施設入所者数の削減数 
【2022 年度（令和４年度）末時点の施設入所者の３％以上】 

234 人 8 人減少 

施設入所者の地域生活への移行数 
【2022 年度（令和４年度）末時点の施設入所者の５％以上】 

6 人 12 人移行 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・

福祉関係者が連携して取り組むとともに、本市における精神保健医療福祉体制の

基盤整備等の推進に資する取組を進めます。 

 

項   目 

基準値 

2022 年度末 

（令和４年度末） 

目標値 

2026 年度末 

（令和８年度末） 

保健・医療・福祉関

係者による協議の場

の設置 

藤沢市地域精神保健福祉

連絡協議会 
2 回 2 回 

精神障がい者地域生活支

援連絡会 
11 回 12 回 

精神障がい者の 

家族支援に係る事業 

精神障がい者家族教室 

開催回数 
3 回 3 回 

精神障がい者家族教室 

参加人数 
59 人 70 人 

うつ病家族セミナー 

開催数回数 
3 回 3 回 

うつ病家族セミナー 

開参加人数 
67 人 100 人 

団体支援事業数 26 件 30 件 

包括ケアシステムの

構築に資する事業 

市民向け講演会及びパネ

ル展示等 
2 回 2 回 
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（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

 

障がい者の地域生活への移行支援及び地域生活支援を充実させるため、地域生

活支援拠点等の整備に加え、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、

地域生活支援拠点等の機能を担う障がい福祉サービス事業所等の担当者の配置、

ネットワークなどを活用した効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進

めます。 

また、強度行動障がい者の支援体制の充実を図るため、相談支援を強化すると

ともに、支援者支援を展開いたします。 

 

項   目 

基準値 

2022 年度末 

（令和４年度末） 

目標値 

2026 年度末 

（令和８年度末） 

地域生活支援拠点等の整備 整備済 機能拡充 

年１回以上の運用状況の点検 実施 実施 

強度行動障がいを有する人への支援体制の

整備 
実施 拡充 

居室確保事業の実施法人 4 法人 4 法人 

安全・安心プランの相談件数 120 件 3,799 件 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 

 

障がい者の一般就労への移行を促進させるために、就労移行支援や就労定着支

援の効果的な利用を進めます。 

 

項   目 

基準値 

2021 年度 

（令和３年度末） 

目標値 

2026 年度 

（令和８年度末） 

一般就労への 

移行者数 

移行者総数 

（基準値の 1.28 倍以上） 
94 人 121 人 

就労移行支援事業利用 

（基準値の 1.31 倍以上） 
82 人 108 人 

就労継続支援事業A型利用 

（基準値の 1.29 倍以上） 
3 人 4 人 

就労継続支援事業B型利用 

（基準値の 1.28 倍以上） 
9 人 12 人 

就労定着支援事業の利用者 

（基準値の 1.41 倍以上） 
49 人 70 人 

就労移行支援・ 

就労定着支援事業所 

一般就労移行者が５割以

上の就労移行支援事業所 

（全体に占める割合） 

― 50％以上 

就労定着率が７割以上の

就労定着支援事業所 

（全体に占める割合） 

― 25％以上 
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（５）相談支援体制の充実・強化等 

 

相談支援体制を充実・強化するため、総合的な相談支援、地域の相談支援体制

の強化及び関係機関等における連携の緊密化を図ります。 

 

項   目 

目標値 

2026 年度 

（令和８年度末） 

基幹相談支援セン

ター 

設置か所数 1 か所以上 

地域の相談支援事業者に対する 

専門的な指導・助言件数 
720 件 

地域の相談支援事業者の 

人材育成の支援件数 
160 件 

地域の相談機関との 

連携強化の取組の実施回数 
120 回 

個別事例の支援内容の検証の実施回数 20 回 

主任相談支援専門員の配置数 3 人 

協議会における個別

事例の検討を通じた

地域のサービス基盤

の開発・改善 

事例検討実施回数 1 回 

事例検討を実施する専門部会の参加事業者・機

関数 
8 か所 

事例検討を行う専門部会の配置数 1 部会 

専門部会の年間実施回数 4 回 
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（６）障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

 

障がい福祉サービスの質の向上に向けて、市職員の障がい福祉サービスや関連

法等の理解促進を図ります。 

 

項   目 
目標値 

2026 年度末 

（令和８年度末） 

都道府県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修、 

その他の研修への市町村職員の参加人数 
3 人／年 

障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果の分析 実施 

分析結果の事業所や関係自治体等との共有回数 1 回 
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３ 障がい福祉サービスの見込み量【２０２４年度（令和６年度）～２０２６年度（令和８年度）】 

（１）障がい福祉サービス 

区分 単位 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問系 

サービス 

居宅介護、重度訪問介護、 

同行援護、行動援護、 

重度障がい者等包括支援 

人 891 918 945 

時間 21,011 21,641 22,291 

日
中
活
動
系
サ
ー
ビ
ス 

通
所
・
短
期
入
所
系 

生活介護 
人 1,053 1,080 1,108 

人日 19,395 19,900 20,405 

療養介護 人 30 30 30 

福祉型短期入所 
人 200 240 280 

人日 1,000 1,200 1,400 

医療型短期入所 
人 18 21 24 

人日 90 105 120 

自
立
訓
練 

自立訓練 人 2 2 2 

（機能訓練） 人日 15 15 15 

自立訓練 人 40 42 44 

（生活訓練） 人日 675 709 744 

宿泊型自立訓練 
人 12 12 12 

人日 348 348 348 

就
労
支
援 

就労移行支援 
人 207 214 222 

人日 3,732 3,873 4,014 

就労継続支援 人 77 77 77 

（Ａ型） 人日 1,488 1,488 1,488 

就労継続支援 人 798 834 870 

（Ｂ型） 人日 12,797 13,379 13,962 

就労定着支援 人 124 129 137 

就労選択支援 人 90 95 100 

居住系 

サービス 

自立生活援助 人 14 14 15 

共同生活援助（（グループホーム） 人 525 534 538 

 うち、市内事業所利用者 人 447 454 458 

 うち、支援区分６以上の利者数 人 19 20 20 

施設入所支援 人 228 227 226 

相談支援 

計画相談支援 人 1,523 2,566 3,799 

地域移行支援 人 80 82 82 

（参考：施設からの地域移行者） 人 1 1 1 

（参考：病院からの地域移行者数） 人 4 4 4 

地域定着支援 人 15 15 15 

※訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスの数値については、１か月あたりの見

込み量とし各年度３月の利用分を示しています。 

※相談支援のうち、計画相談支援の見込み量は各年度末の実利用者数を示しています。地域移行

支援、地域定着支援の利用人数は年度（４月～３月）の実利用者数を示しています。 

※人日は、利用見込み者数×1 か月あたりの成均利用日数で算出しています。 

※参考：施設からの地域移行者については、「2 地域共生社会づくりの目標値：（1）福祉施設の入

所者の地域生活への移行」を基に算出しています。 

※参考：病院からの地域移行者数は、「ふじさわ障がい者計画：主な取組：精神障がい者地域生活

支援事業」を基に算出しています。  
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（２）地域生活支援事業 

【必須事業】 

区分 単位 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

理解促進研修・啓発事業 事業 2 2 2 

自発的活動 

支援事業 

避難行動要支援者名簿 

受領意向団体数 
団体 433 433 433 

避難行動要支援者名簿 

受領団体の割合 
％ 88.9 88.9 88.9 

相
談
支
援 

障がい者相 

談支援事業 

実施事業所数 か所 8 9 9 

従事者数 人 17 20 20 

主任相談支援専門員 人 6 7 8 

住宅入居等支援事業実施事業所数 件 8 8 8 

成年後見制度 

利用支援事業 

市長申立て件数 件 9 9 9 

報酬助成 件 42 47 52 

成年後見制度 

法人後見支援事業 

法人後見の活動支援 か所 1 1 1 

法人後見受任件数 件 12 12 12 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

手話通訳者数 人 26 27 28 

筆記要約者数 人 30 30 30 

手話通訳及び 

要約筆記者 

派遣件数 

実利用者数 人 75 81 88 

延べ利用回数 回 675 730 789 

市役所における手話通訳者配置数 人 3 3 3 

重度障がい者等入院時コミュニケー

ション支援利用者数 
人 1 1 1 

手話奉仕員 

養成研修事業 

延べ講座数 コース 7 7 7 

延べ実施回数 回 160 160 160 

延べ参加者数 人 105 105 105 

日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業 

介護・訓練支援用具 件 31 34 36 

自立生活支援用具 件 45 45 45 

在宅療養等支援用具 件 59 59 59 

情報・意思疎通支援用具 件 70 75 80 

排せつ管理支援用具 件 1,040 1,060 1,080 

住宅改修費 件 4 4 4 

移動支援事業 
実利用者数 人 802 814 820 

利用時間数 時間 78,017 100,534 101,238 

地域活動支援セン

ター機能強化事業 

Ⅰ型 実施か所数 か所 1 1 1 

Ⅲ型 実施か所数 か所 5 5 5 

Ⅲ型 登録者数 人 100 100 100 

※各事業の数値については、年間の見込み量を示しています。 
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【任意事業】 

区分 単位 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

訪問入浴サービス 
実利用者数 人 34 34 34 

利用回数 回 3,200 3,200 3,200 

意
思
疎
通
支
援
事
業 

ボランティア（奉仕員）養成研修事業 

講座参加者数 
人 160 160 160 

点字・声の広報等発行物登録者数 人 132 134 136 

スポーツ・レ

クリエーショ

ン教室開催等

事業 

太陽の家体育館延べ利用

者数（自主事業のみ） 
人 400 400 400 

神奈川県障がい者スポー

ツ大会参加者数 
人 100 100 100 

日中一時支援事業 
実利用者数 人 163 166 167 

利用回数 回 12,450 25,232 25,384 

※各事業の数値については、年間の見込み量を示しています。 
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第４章 第３期ふじさわ障がい児福祉計画 

１ 基本方針 

（１）位置づけ 

第３期ふじさわ障がい児福祉計画は、本計画の基本理念やめざす社会像を踏ま

え、児童福祉法第３３条の２０に基づき、障がい児通所支援及び障がい児相談支

援の提供体制の確保に係る目標並びに各年度における指定通所支援及び指定障が

い児相談支援の種類ごとの必要な見込量を定めるものです。 

 

（２）基本的な考え方 

本市では児童福祉法の理念に基づき、障がいの有無にかかわらず、子ども一人

ひとりが当然の権利として、自分らしく生きることのできる地域づくりを進めま

す。そのためには、障がい児を「障がいのある子ども」としてではなく、「子ども

に対する様々な課題の一つとして障がいがある」と捉え、障がい児支援サービス

のみならず、すべての子どもの健やかな成長及び発達並びに自立のための子育て

支援や、教育機関による支援、医療サービス等を一体的に提供しながら、地域全

体で子どもの成長を支援していくことが必要です。 

「藤沢市子ども・子育て支援事業計画」では、すべての子育て家庭が安心して

子育てができるよう、地域における子ども・子育て支援サービスや保育・教育

サービスを充実させるとともに、子育て支援のネットワークづくりを進めるとし

ています。 

また、２０２１年（令和３年）に施行された医療的ケア児及びその家族に対す

る支援に関する法律では、自治体が医療的ケア児の健やかな成長を図り、安心し

て子どもを生み育てることができる環境づくりをめざし、自主的かつ主体的に支

援に係る施策を実施する責務を有することになりました。 

「第３期ふじさわ障がい児福祉計画」は、国の基本指針を踏まえ、同時に、「藤

沢市子ども・子育て支援事業計画」とも整合性を図りながら、障がいの有無にか

かわらず、子どもが自分らしく生きることのできる地域共生社会をつくるため

に、子育て世帯に対する包括的な支援の提供体制を構築していきます。 
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２ 障がい児支援の提供体制整備の目標値 

国の指針に準拠し、本市におけるこれまでの実績を踏まえ、第２章に掲げた施策

展開の効果を見込んで、２０２６年度（令和８年度）の目標を次のとおり設定しま

す。 

 

（１）児童発達支援センターを中核とした重層的な支援体制の整備 

 

本市では、児童発達支援センターを２か所設置しています。児童福祉法改正の

内容を踏まえ、児童発達支援センターの中核的な支援体制を構築し、機能の強化

を図ること等により、地域を含めた体制整備の維持・向上に努めます。 

また、保育所等訪問支援などを活用し、障がい児が通う地域の保育所等への支

援を行い、障がい児への支援力の向上を図ることで、インクルージョンの推進に

取り組みます。 

 

項   目 

基準値 

2022 年度末 

（令和４年度末） 

目標値 

2026 年度末 

（令和８年度末） 

児童発達支援センターの設置数 2か所 2か所 

通所支援連絡会議 3回実施 3回実施 

 

 

（２）重症心身障がい児等へのサービス提供体制の強化 

 

本市は、重症心身障がい児等の支援が可能な児童発達支援事業所を５か所、放

課後等デイサービス事業所を８か所確保しています。重症心身障がい児等の受入

れを促進するため、放課後等デイサービス事業所に対する、看護師の配置に関す

る市の助成制度について、周知等による活用を図りながら、サービスの確保に努

めます。 

 

項   目 

基準値 

2022 年度末 

（令和４年度末） 

目標値 

2026 年度末 

（令和８年度末） 

藤沢市重度障がい児放課後等デイサービス 

受入れ推進事業費助成を受けている事業所数 
2か所 2か所 

受入月数 24 か月 24 か月 
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（３）医療的ケア児支援のための体制強化 

 

本市では、２０１９年（令和元年）７月に「総合支援協議会重度障がい者支援

部会」の分科会として設置した「医療的ケア児等支援に関するコーディネート機

能推進チーム」において、医療的ケア児等の支援に関する地域の課題把握及び、

医療的ケア児等コーディネーターの配置に向け、協議・検討してきました。その

後、２０２３年（令和５年）４月からは、医療的ケア児等相談支援の事業委託を

開始し、医療的ケア児等が心身の状況に応じた適切な福祉サービス等を受け、地

域において安心して生活できるように相談支援体制の構築に努めています。 

併せて、２０２３年度（令和５年度）から、医療的ケア児等コーディネーター

を配置し、医療・保健・福祉・教育等の関係機関と連携し、ネットワークの構築

に取り組んでいます。 

今後も引き続き、医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築に努めます。 

 

項   目 

基準値 

2022 年度末 

（令和４年度末） 

目標値 

2026 年度末 

（令和８年度末） 

医療的ケア児等の支援に関して、 

関係機関等が連携を図るための協議の場 
設置：年 2 回 年 4 回実施 

医療的ケア児等に関するコーディネーター数 ０人 ９人配置 

 

  



 

52 

音声 

コード 

３ 障がい児支援サービスの見込み量【２０２４年度（令和６年度）～２０２６年度（令和８年度）】 

 

区分 単位 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

障
が
い
児
通
所
支
援 

児童発達支援 
人 582 622 662 

人日 5,276 5,641 6,005 

医療型児童発達支援 
人 0 0 0 

人日 0 0 0 

放課後等デイサービス 
人 974 1,014 1,054 

人日 12,294 12,802 13,309 

保育所等訪問支援 
人 56 60 64 

人日 78 84 89 

居宅訪問型児童発達支援 
人 2 2 3 

人日 10 10 15 

障がい児相談支援 人 355 385 415 

医療的ケア児コーディネーター 人 9 9 9 

※障がい児通所支援については、１か月あたりの見込み量とし、各年度３月の利用分を示しています。 

※障がい児相談支援の見込み量は、各年度３月の実利用者数を示しています。 

※人日は、利用見込み者数×１か月あたりの平均利用日数で算出しています。 
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第５章 計画推進のために 

１ 計画の推進体制について 

（１）横断的な取組の推進 

計画の実現のためには、障がい者やその家族等へのきめ細かなサービスを庁内の

各部署が一体的に提供できる体制が必要です。 

障がい者を取り巻く地域課題の解決に向けて、障がい福祉分野のみならず、あら

ゆる分野において障がい福祉施策を展開すべく、庁内の横断的な調整や取組を推進

します。 

また、障がい者への必要な支援を進めるため、個別支援を通じて見えてきた課題

の抽出・整理・分析を行うとともに、地域課題としてまとめ、関係機関と情報を共

有しながら、今後の対策や取組の方向性等の協議を進めていきます。 

さらに、その協議経過や取組内容及び対応策等については、「計画検討委員会」

「総合支援協議会」や「差別解消協議会」等をはじめとする関係会議体と情報を共

有し、随時連携しながら、障がい福祉の向上をめざし、協議・検討を進めていきま

す。 

 

（２）モニタリング指標の設定とＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

計画では、記載した事業や取組については、あらかじめ設定した指標のモニタリ

ングを通じて、計画の達成状況や施策の効果の点検を行います。 

また、計画の進行管理においては、ＰＤＣＡサイクルの手法を活用し、計画全体

のマネジメントを行い、点検・評価、地域課題の共有等を実施します。 

 

（３）モニタリングの実施体制 

本計画のモニタリングは、毎年「計画検討委員会」において実施することとし、

２０２６年（令和８年）改定時の数値目標の設定に向け、「課題の整理」中の「事

業・取組の評価」「アンケート・ヒアリング結果による課題整理」をできる限り定

量化し、改善の方向性について協議・検討を行います。 

また、「総合支援協議会」との連携により、共通課題としてまとめられた項目に

ついて、体制整備の視点から障がい者プランへの意見提案を受け、それをどのよう

に計画策定及び進行管理に反映させるのか検討します。 

さらに、その協議経過や取組内容及び対応策等については、「総合支援協議会」

のほか「差別解消協議会」等と情報を共有し、随時連携しながら、障がい福祉の向

上をめざし、協議・検討を進めていきます。 

 

（４）モニタリングの実施スケジュール 

計画検討委員会（年間４回） 

５月：過年度の状況及び当年度の各事業等の評価指標等の確認 

７月：障がい福祉サービス・障がい児支援サービスの実績確認及び意見聴取 

１０月：障がい福祉関係事業の進捗状況確認及び改善に向けた意見聴取 

１月：事業やサービス等への意見の反映状況の確認及び「総合支援協議会」

からの意見を計画策定及び進行管理への反映について検討 
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（５）計画の進捗状況等の公表 

計画は、ヒアリング調査及びアンケート調査により、障がい当事者等団体関係

者の意見を基に、「計画検討委員会」及び「総合支援協議会」の意見を踏まえ改定

しました。 

障がい福祉に関する課題を解決するためには、「計画検討委員会」、「総合支援協

議会」及び当事者等団体など、各主体が計画の進捗状況を共有し、計画を推進す

ることが不可欠となります。このことから計画の進捗状況等については、毎年、

市民の皆様に公表します。 
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